
 

都市計画マスタープラン改定（案）に対する意見の内容および市の考え方 

 

意見提出期間 令和元年１１月２５日（月）～令和元年１２月２５日（水） 

意見提出者数    ５人 意見件数    １２件 

 

№ 意見項目 意見の内容 件数 市の考え方 

１ 都市計画マス

タープランの

位置づけ 

1.P2 の都市計画マスター

プランの位置づけ 

 今回改定を図るマスタ

ープランでは，過年度(10

年前)の計画の実績と課題

を評価し，-基本的な方向

を示します。と記載があり

ますが，2018 年に実施し

た市民のアンケート結果

だけで，過年度(10 年前)

の計画と実績評価が無く，

その評価に基づく反省と

課題の整理がされていな

い。 

 具体的には，10 年前の

都市計画マスタープラン

に対して，何が出来て，何

が出来なかったのかを明

確に整理すべきであると

考えます。 

 そうしないと今回の改

定案も架空のもの，絵に書

いた餅になってしまいま

す。 

 出来た事は小学校を2校

建築して開校，伊奈の仮庁

舎を新築，給食センターを

新築，各地にコミュニティ

センターを開設，道路の新
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今回，都市計画マスタープラ

ンを改定するにあたりまして

は，住民アンケートの実施やま

ちづくりワークショップ，各課

との調整会議等を開催し，市の

現況の整理（これまでの事業達

成状況の確認，住民意向の把握，

まちづくりの課題の整理等）・検

証を行い第２章都市づくりの諸

条件の整理の中でまとめており

ます。 

 この現況や課題の整理，都市

全体での分析結果を踏まえた内

容をもとに，第３章全体構想，

第４章分野別構想の中で，まち

づくりの方針として計画に反映

させております。また将来に向

けて，第５章実現化方策を明確

に示した構成としております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



設，拡張，整備，上下水道

事業を拡張して全域をカ

バーした。国の方針に基づ

く高齢者や育児に対する

福祉活動は推進出来たと

思います。県税，市税，一

部国税を投資して行う施

設の新築・整備・維持管理

は出来ましたが，都市づく

りの実現，分野別都市づく

りの実現，地域別地域づく

り，地域別都市づくり，市

民参加のまちづくり，安全

安心のまちづくり，地域の

浸水安全確保対策，少子高

齢化への対応，田園地帯の

農家の遊休農地解消及び

担い手の確保と農地集約

化の推進等の課題につい

ては，まだスタートが切れ

たとは言えない状況と考

えます。 

  

２ 都市づくりの

諸条件の整理 

2.P3 ページの都市づくり

の第2章 都市づくりの諸

条件の整理 

 この章の「都市づくりの

課題の整理」の都市全体の

課題及び地域別の課題の

整理が必要と考えます。そ

の為には，前述の 10 年前

の計画とその実績評価と

反省を整理すると共に，何

故，前述の計画が推進出来

なかったのか？市民，企

業，行政を含めた推進体制

の反省や行政の役割につ



いての課題の整理が必要

と考えます。 

 確かに今回の改定案は

10 年前の計画よりは，推

進体制の案や全体及び地

域別都市づくりの具体的

な案に進歩がありますが，

前回の反省点が整理され

ていない為，計画実現信頼

性の確証が無い。 

３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実現化方策の

検討 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.第 5章 実現化方策の検

討 

 この中で，実現化方策の

枠組みの図の中で，行政

(市)の役割が本来は主体者

になるべきものが官民協

働体制のサポーターの役

割になっており，この枠組

み，協働体制では停滞して

推進出来ないと考えます。

市民主役の都市づくり等

の記載がありますが，理想

はその通りであると思い

ますが，理想と現実は大き

なギャップが有ります。 

 その証拠に，今回の都市

計画マスタープランの改

定案の準備にあたり，まち

づくりワークショップ実

施，地域別懇談会，都市計

画住民説明会への市民の

参加者が非常に少ないと

いう事です。改正案の素案

づくりの段階から住民，住

民団体，地元企業，大学・

研究機関等の自主的な参
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今後，都市づくりにおいては，

少子・高齢化等にともなう市の

財政負担の増大などが予測さ

れ，市民や民間企業等の果たす

役割がますます重要になってま

いります。まちづくりを進める

にあたって想定される行政，住

民・住民団体，地元企業，大学・

研究機関等それぞれのまちづく

り推進における，自主的な参加

や役割を促し，官民協働のまち

づくりを進めたいと考えており

ます。 

 また今回，都市計画マスター

プランの作成につきましては，

市民の生活に密接に関係する都

市づくりという観点から，計画

づくりの段階から市民と行政が

話し合える場を設け，協力して

計画作成を進めてまいりまし

た。 

 ご意見としていただいた「説

明会等への市民の参加者が非常

に少ない」という点に関しまし

ては，今後の改善点とさせてい

ただき，計画については原案の



加が少なかったと言う事

です。この改正案の素案づ

くりの段階から自主的な

官民協働の体制にすべき

と考えます。 

とおりとさせていただきます。 

４ 

 

 

 

 

実現化に向け

た提案 

4.実現化に向けた提案 

 つくばみらい市都市計

画マスタープランは，2020

年からスタートして 2040

年目標の都市づくり実現

の計画で，その内容は広範

囲に渡り，官民協働と多く

の金銭的投資が必要とさ

れます。従って，20 年先

の全体実現目標の前に各

テーマ毎にモデル地区の

実現化目標と5年単位の実

行計画を策定し，モデル地

区毎の官民協働体制を構

築し，市行政が主体となり

(コンサルタントの活用含

めて)自主的な官民協働体

制で推進し，成功体験をつ

くり，このモデルを他の地

域，活動事例に広げて行く

と言う方策を提案致しま

す。 

１ まちづくりの施策を具体化して

いくためには，長期的な取組が

必要と考えられます。そのため，

都市計画マスタープランでは，

第３章で全体構想，第４章で地

域別構想，第５章で実現化方策

を定めております。 

 第４章地域別構想では，本市

を３つの地域区分（小絹地域，

田園地域，丘陵地域）とし，地

域の特性や資源を活かした個性

あるまちづくりを行うものとし

ています。第５章実現化方策の

検討では，市民参画や官民連携

について記載しているほか，

PDCA サイクルや計画進捗の検

証・評価を行い，関連する上位

計画等の整合と検証を考えた計

画内容としております。そのた

め，原案のとおりとさせていた

だきます。 

 ご意見につきましては，今後

の参考とさせていただき，地域

特性などを活かした，きめ細や

かなまちづくりを進めてまいり

ます。 

５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

分野別構想 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.モデル地域の例題 

(1)分野別構想 

①にぎわいと活力のある

市街地整備 

 みらい平地区の市街地

で見本となる陽光台モデ

ル地区(駅前含む)と富士見

ヶ丘モデル地区を実現す

る。みらい平地区は現在，



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自治会が整備されて 

いないので，これを機会に

自治会を編成し，自主活動

を活性化させて行く。 

②小絹絹の台等モデル地

区設定 

③谷井田のモデル地区設

定 

④産業系市街地のモデル

地区 

 新規の福岡工業団地及

び旧の工業地周辺地区を

含めたモデル市街化地区

を実現化する。工業団地と

しての上下水道の整備，雨

水排水処理，消火栓の整

備，周辺道路の整備，工業

地の区画見直しと整理，工

業地，工業団地進出企業間

及び市行政，商工会との連

携に強化の為の官民協働

体制の設立と整備行い，ま

た，工業地区，工業団地に

て働く人の為の居住市街

化地区を設定し，働く人の

為の住宅地，賃貸住宅(ア

パート等)を誘致して居住

誘導区域を設け，更なる複

合産業拠点としての都市

市街地づくり 

(2)地域別構想 

①小絹地域は住宅団地の

絹の台，西ノ台地区と国道

294号沿線の旧住宅地区及

び商業地区と小貝川沿川

地区と北部地区の水害防



災整備地区に層別される

ので，各々にモデル地区を

設け，各地区の課題解消に

官民協働体制を構築し，5

年実行推進計画で取り組

む。 

②田園地域 (北部エリア) 

田園地帯は一部福岡，十

和，谷原，豊，谷井田地区

の低地部一帯の水田地帯

で農業を支える田園主要

地区である。谷井田地区の

み商業施設を含む市街化

区域である。水田が 64%を

占める地域であるので，十

和，谷原，豊，谷井田地域

の 12 地区を代表で水田田

園地区のモデル地区とし

て官民協働体制を構築し 5

年実行推進計画で取り組

む。 

 この地区は人口，世帯数

は今後更に減少する地域

なので，一番解決すべき課

題は，農家の担い手の高齢

化(65歳以上が大半)，後継

者がいなく，農業だけでは

生計出来ない農業離れ，遊

休地の増加，農地の維持管

理が出来ない問題です。こ

の問題を早急に解決する

には，現在の農業委員会が

中心に進めている「担い手

の育成確保」担う手及び営

農集団への農地利用集

積・集約化を強力に推進す



る事です。その為には，ア

ンケート調査だけではな

く，全対象農家の個別訪問

を早急に行い，地域毎に農

地集積・集約プランを作成

し，担い手及び営農集団に

は補助金等の支援を行い，

委託農業のモデルを早急

に実現して管理された農

地の田園地帯を構築する

事が必須です。 

③田園地域(丘陵地域) 北

部の福岡地区は，上述の工

業地，団地のモデル地域と

して発展させる。中部のみ

らい平周辺地区はみらい

平地区の都市づくりモデ

ル地区として推進する。ま

た中部，南部の 4ゴルフ場

地域は，つくばエクスプレ

ス沿線と常磐高速沿線の

交通便の良さを生かした

リゾート地域開発・観光地

域(板橋，高岡地区，歴史

公園等)開発を官民一帯と

なり推進する。 

(3)県南，県西圏地域との広

域連携による発展の推進 

つくばみらい市は自治体

がフルセットで全ての都

市機能(公共施設，医療，

福祉，商業地区，交通機関，

高度学業施設等)を保持す

る事は不可能なので，隣接

行政地区との役割分担を

行い，必要なサービスや地



域発展の広域連携の推進

を図る必要が有り，この隣

接行政自治体との広域連

携の実行推進計画を織り

込む必要がある。 

①福岡地区とつくば市の

みどりの地域とのつくば

エクスプレス沿線の連携

による都市市街化づくり

(住宅，商業，医療，交通，

道路整備，宿泊施設等)及

び工業地域づくり 

②小絹地域と守谷市との

守谷駅周辺の連携による

都市づくりの推進 

③谷原，十和，豊地区と常

総市の田園地帯との連携

による農業政策(担い手，

営農集団による農地の集

積・集約化)を連携して強

力に県，国にも働きかけて

推進する。 

④谷井田，東，三島地区の

田園南部地区は，隣接の取

手市の旧藤代地区との連

携による田園地帯づくり

(住宅，商業，医療，道路

整備等) 

(4)20 年後の市内及び隣接

行政地区との交通機関及

び交通網の整備 

20 年後の道路交通網は，

現在の化石燃料の車から

エコカー(電気自動車)に代

わることが予測される。交

通の車も個人所有から共



同活用になり，交通機関も

公共事業団の運営になる

可能性があり，地域交通は

コミュニティバス，デマン

ドエコカーになる可能性

があります。このような事

を想定しておく必要があ

ります。 

(5)都市計画を成功させる

為の「都市づくりのマネー

ジメント」 

都市計画マスタープラン

及び立地適正化計画の素

案にもあります様に5年単

位の各実行計画を作成し，

その推進計画に対して，5

年単位に実行出来た事と

出来なかった事の実績評

価を行い，出来なかった事

におけるその反省とその

原因を見極め，「PDCA サ

イクル」を回し，5 年単位

に計画の再見直し及び改

定を行い，実行して行く事

が目標達成に近づける大

切方法です。以上 長々と

記載しましたが，意見，提

案を致します。 

６ 

 

 

 

 

 

 

 

地域別構想 

 

 

 

 

 

 

 

持続可能な都市を作る為，

若い人に住んでもらう施

策を行わないといずれ高

齢者ばかりとなり，都市は

老化する。 

例えば子供を育てるのに

いい環境と補助金など流

山市に学ぶことがあると

１  都市計画マスタープランは，

おおむね２０年後の都市の姿を

展望した上で都市計画の基本的

方向を定める計画としておりま

す。今回，スマートインターチ

ェンジ周辺やワープステーショ

ン周辺の開発等の事業を進める

にあたりまして，関係機関と連



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

思います。また，スマート

インターチェンジ周辺の

開発，ワープステーション

の周りの開発等茨城県が

進める地域未来投資促進

法に沿ったプロジェクト

で事業決定からスムーズ

に進める様，いろんな部

署，県と連絡を密にして進

めて欲しいです。県は近隣

県との競争でのんびりし

ていたら，置いて行かれて

しまう危機感をお持ちだ

と思います。市役所内も各

部署が連携しながら，又県

と緊密に連携し 20 年後と

言わず，数年先には着工出

来る位のスピードでお願

いします。 

携を図り，事業がスムーズに進

むよう努めてまいります。 

 また，他市の良い事例に関し

ましては，取組等を参考とさせ

ていただきながら，まちづくり

を進めてまいります。 

７ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域別構想 

 

 

該当ページ 112，115 

（3）小絹地域における地

域づくりの課題 

 ①土地利用等に関する

課題 

 3行目 

「住民が安心・安全で快適

に暮らすための居住環境

の維持,保全を図るととも

に……」 

⇒実際は H29.12.1.に大倉

庫（20,000ｍ2）が進出，

接続道路が整備されずに

住民主体の「手つなぎ路」

に大型コンテナトラック

が走る状態である。 

１  ご指摘の部分は，「地域づくり

の課題」について記載した部分

ですので，原案のとおりとさせ

ていただきます。 



８ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域別構想 

 

 

該当ページ 120 

小絹地域（地図）における

コメント部分 

「・研究開発関係機能の集

積が見られることから新

たな産業機能の導入も視

野にいれた産業系土地利

用の誘導」 

 ⇒H16.9 発行の谷和原

村都市計画プラン,H22 の

つくばみらい市都市計画

マスタープラン（P64）で

は「絹の台地区内の誘導致

施設用地については周辺

住宅地との調和を前提と

した研究開発機能を有す

る施設の立地を図りなが

ら,良好な市街地の形成を

目指します。」っとなって

おり，後退している。 

 前回のマスタープラン

の検証した上で,新しいマ

スタープランをつくって

もらいたい。住民の意見が

反映していない。 

１  小絹地区の産業系土地利用の

誘導の内容につきましては，周

辺住宅地との調和を前提とした

研究開発機能を有する施設の立

地を図りながら，良好な市街地

の形成を目指す内容としており

ます。また今回，都市計画マス

タープラン作成につきまして

は，前都市計画マスタープラン

を検証した上で，計画を改めて

作成していることから，原案の

とおりとさせていただきます。 

９ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都市計画全般 10 月 6 日に市長に送った

お手紙を抜粋してお送り

します。  

＝＝＝  

２【現状の，都市計画課の

資料を拝見しての感想】  

 都市計画（マスタープラ

ン）→まちづくり検討委員

会会議資料の資料が膨大

になっていて，非常に内容

が理解しにくい状況と思

１ 都市計画マスタープランは，お

おむね２０年後の都市の姿を展

望した上で都市計画の基本的方

向を定める計画としておりま

す。計画の中で，実現するため

の主要な施策を分野別に示すも

のであり，その中でより具体的

な施策を体系的に整理しており

ますので，原案のとおりとさせ

ていただきます。 

 また，ご意見を踏まえ，次世



 

 

 

 

 

 

 

 

 

います。  

きれいな言葉を使った文

面が多く具体的なプラン

（計画）がわかりにくい。

いつまでに何を目指すの

か。完成形がわからない。  

例えば ５年後，１０年後，

２０年後，３０年後の未来

図を⼀枚にまとめる。  

誰もが理解できるように

図で説明を求めます。  

・年配者は，自身のこれか

らの生活，そして孫世代が

安心して暮らせるかを心

配  

・子育て世代は，子ども達

の将来の街がどうなって

るか？また，自身の老後が

心配。  

※まちづくり検討委員会

（７月），地域別説明会（９

月）には，傍聴・参加がで

きませんでした。  

１０月中旬に予定してい

る第四回まちづくり検討

委員会には， 傍聴に参加

したいと思ってます。 

代を担う子どもたちの教育環境

の充実と，様々な市民活動を活

気あるものとして，より水準の

高い機会と場の提供に向けて，

教育・文化・コミュニティ施設

の整備・充実に努めてまいりま

す。 

10 地域別構想 

 

３【別件，ご提案】  

・みらい平 スーパーカス

ミの裏（準住居地区）陽光

台２丁目１番地６号の利

用法  

 現在，県の宅地分譲予定

としてますが。駅近なので

魅力的な場所ですが 周辺

エリア（富士見ヶ丘）と比

１  都市計画マスタープランと合

わせて作成している立地適正化

計画の中では，みらい平地区に

都市機能誘導区域を定めてお

り，都市機能に資する施設等の

誘導施策を進めていくとしてお

ります。 

 ご意見を踏まえ，今後のみら

い平地区の土地利用につきまし



べて，坪単価が高いので，

実際のところ住宅地とし

て，スムーズに販売できな

い懸念点があると思いま

す。ここをつくばみらい市

の行政の中心地として， 

現各コミュニティセンタ

ーに分所機能を設けるの

はいかがでしょうか。  

 もしくは，総合病院をビ

ジョンとして誘致してい

るのであれば，その候補

地。（柏たなか病院のよう

に駅前へ）みらい平の開発

を若い世代視線ではなく， 

お年寄りも多くいること

を考慮するべきと思いま

す。（例：センチュリーは

若い家族と年寄り夫婦＆

一人暮らしの割合が高い

と思います） 

ては，市民の皆様すべてが，安

全・安心に暮らしていけるまち

づくりのために検討を進めてま

いります。 

11 都市計画全般  あまり読み込めていな

いため，すでに記載がある

内容を意見したり，的外れ

な意見となる可能性があ

ります。また，市に住み始

めて 2年未満のため，市の

情勢や状況あまり把握で

きていません。ご了承くだ

さい。  

             

・資料全体が具体性に欠

け，ページ数が多く，抽象

的で同じようなことを繰

り返すので全く頭に入っ

てこない。読む暇もない。

１  都市計画マスタープランは，

おおむね２０年後の都市の姿を

展望した上で都市計画の基本的

方向を定める計画としておりま

す。計画の中で，実現するため

の主要な施策を分野別に示すも

のであり，その中でより具体的

な施策を体系的に整理しており

ます。ご意見については，今後

の参考とさせていただきます。 

 また，資料のタイトル「柏駅

周辺地区事後評価」につきまし

ては，ファイルのプロパティ情

報が掲載されておりましたの

で，今後はこのようなことがな



いらすとやの素材等，無意

味なイラストは入れなく

てよい。コンパクトな資料

作りをして欲しい。  

・住民意向の把握における

集計結果の方がよっぽど

具体的かつシンプルでわ

かりやすかった。  

・資料のタイトルも「柏駅

周辺地区事後評価」となっ

ており，資料管理大丈夫で

すか？非常に不安です。  

 ちなみに，記載されてい

た住民意向は全ての意見

に同意です。読んでいて非

常に共感しました。   

いよう対応させていただきま

す。 

12 都市計画全般 ・資料のボリューム及び見

せ方と，本件の意見公募の

募集期間について随所に

10年，5年といった非常に

長いスパンで見直すとあ

るが，例えばみらい平地区

など成長が早い地区に対

してはのんびりすぎるの

ではないか。そのような長

いスパンで見直すような

量の資料(中身の濃さは別)

において，他のパブリック

コメントはわかるが本件

に限っては市民に対し，1

ヵ月の期間で意見公募す

るのは無理があるのでは

ないか。もっとひとまとめ

にした数ページの資料に

まとめられないものか。取

り急ぎ目についた部分や，

１ 都市計画マスタープランは，

おおむね２０年後の都市の姿を

展望した上で都市計画の基本的

方向を定めている計画としてお

ります。計画の中で，実現する

ための主要な施策を分野別に示

すものであり，その中でより具

体的な施策を体系的に整理して

おります。 

 また，パブリックコメント期

間は一ヶ月としております。今

回，ページ数が多いため都市計

画マスタープラン概要版を掲載

しておりましたが，今後は見せ

方の工夫に努めてまいります。 

 なお，ご意見を踏まえ，目標

と方針の関係性を示す体系表を

加え，関係性を整理いたします。 



自身が常日頃不満に思っ

ている部分への改善点を

意見するのみで， 市が求

めるような意見を考える

ための期間が短すぎる。3

ヵ月～半年程の募集期間

でもいいのでは？(と他の

人はわかりませんが自分

は思いました)      

 ・各項目や各地域毎など，

随所に課題や目標・方針が

あるため，市が具体的に何

をするのか，どこを優先的

に考えていてどこから手

をつけていくつもりなの

かがわからない。優先度が

わかる資料が欲しい。              

・つくばスタイルはとても

いいと思います。内容やそ

のボリューム・デザイン，

発行のスパン等とてもち

ょうど良い。  

いつも楽しみに読んでま

すので是非続けてくださ

い。              

・静かで過ごしやすい街づ

くりの方針はとても良い。  

引っ越し先を決めるにあ

たって，十分すぎる程の好

ポイントだった。県外から

つくばみらい市への引っ

越しを考えている方は，同

じような意見は多いと思

います。 

 

 



－ － ・つくばみらい市のみでは

なく，茨城県全体に言える

ことですが，交通マナーや

ルール違反が最悪。  

 市民はおそらくそれが

普通と思っているのでし

ょうが，市外，県外の目で

見ると全国規模で最低レ

ベル。一時停止線で止まる

車は見たことがないし，横

断歩道前では歩行者が見

えていても絶対に止まら

ない。赤信号へ変わる直前

はもちろん無視，変わって

も突っ込んできます。毎日

目につく。  

歩道が広く，歩行者に優し

い街並みであっても，車側

のマナーがひどいと意味

がない。交通マナーの呼び

かけ，改善にも力を入れて

欲しい。              

－ ご意見として，承ります。 

また，その他のご意見やご提案

いただいた内容につきまして

は，貴重なご意見として，担当

課へ情報提供し，今後の参考と

させていただきます。 

－ － ・みらい平駅における，来

年度から始まる駐輪場の

有料化，利用料金が高すぎ

る。  

 毎日工事を見ていても，

やらなくていいような地

盤補修等しているし，利用

者への負担が大きすぎる。

有料化には賛成だがその

内容があまりにもひどす

ぎる。 

 

 

－ ご意見として，承ります。 

また，その他のご意見やご提案

いただいた内容につきまして

は，貴重なご意見として，担当

課へ情報提供し，今後の参考と

させていただきます。 

 


